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① 件  名 

 

 石巻市三輪田中老人憩の家の無償譲渡について 

  

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  三輪田中老人憩の家は、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的として昭和６０年度に建設

され、これまで主に三輪田中地区住民の集会所施設として、地域コミュニティの形成・維持に寄与

してきた。 

  また、平成１８年度の指定管理者制度の導入後は、地域住民を中心として組織する三輪田中老人

憩の家管理運営委員会が、指定管理者として適正な管理運営を行ってきた。 

  石巻市行財政改革推進プラン等に基づき、無償譲渡について地元に説明した結果、平成２７年７

月２７日に、同委員会から当該施設の無償譲渡に関する要望書が提出された。 

 

【目的】 

  当該施設を三輪田中老人憩の家管理運営委員会（地縁団体として三輪田中区自治会）に無償譲渡

することにより、地域コミュニティの更なる醸成や地区住民の自治意識の高揚を図るもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 ・石巻市老人憩の家条例 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 ・総合計画基本計画 

第１章 第４節 安定した行財政運営を構築する 

１ 持続可能な行財政運営を推進する 

 ・石巻市行財政改革大綱及び石巻市行財政改革推進プラン 

   （A 公から民への施策転換 １ 既存施設の統廃合・民間譲渡） 

 ・公共施設の見直し指針 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２７年 ３月    大規模修繕要望（屋根のふき替え、合併浄化槽の設置等）があった時に、

施設を地元へ移管・譲渡も可能である旨を説明 

       ６月２１日 三輪田中老人憩の家の無償譲渡に関する説明会開催 

  ７月２７日 無償譲渡に関する要望書の受理     

平成２８年１０月３１日 譲渡に当たって必要な修繕等を完了 

             （屋根の改修、合併浄化槽設置、トイレ改修等） 

 



 

⑤ 主な内容 

 

【無償譲渡する施設の概要】 

 （1）住  所   石巻市三輪田字馬場上３番地 

 （2）設置年月   昭和６０年１２月（築３０年） 

 （3）土  地   面積 ３１６．１３㎡（民有地） 

 （4）建物構造   木造平屋 床面積 １２５．０３㎡ 

 （5）施設内容   ホール（２４帖）、和室（１２帖）、調理室（１０帖） 

ステージ、トイレ、倉庫 

 （6）譲渡の相手方 三輪田中区自治会 代表者 茂 木 忠 昭 

 （7）評価額    ９２５千円 

 

※ 参考 

（1）年間利用者数  延べ１，０８０人（平成２７年度） 

（2）年間維持費  平成２７年度 １２９，４３５円（電気・水道・ガス・灯油代等） 

（3）建設事業費  ９，５５０千円 財源内訳 補助金   ２，５００千円 

寄附金   ４，５５０千円 

一般財源  ２，５００千円 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  地元の地縁団体が所有・管理することにより、地域活動の拠点施設として効果的に活用されるこ

とが期待され、地域コミュニティ活動の一層の推進と地区住民の自治意識の高揚が図られる。 

なお、当該施設は厚生省所管老人憩の家設置事業費補助金を財源として建設されたものであるが、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号」に基づく、厚生

労働大臣が定める財産の処分の制限が適用される期間（２４年）が経過しており、処分に係る申請

等は要しないものとして、県に確認済みである。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

なし 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

平成２９年２月 市議会第１回定例会へ「石巻市老人憩の家条例」の一部改正及び財産の無償譲渡

について提案（石巻市三輪田中老人憩の家の廃止：平成２９年４月１日施行予定） 

３月 当該施設を普通財産として所管換え、市有財産譲渡契約の締結 

４月 三輪田中区自治会へ無償譲渡 

 

⑨ その他 

 

 


